
 

中期経営方針  
（2016-2020） 

 
 
 
 

 
 
 
 

平成28年7月 

 
 一般財団法人建設業振興基金（以下、「本財団」という。）はこのたび、平成28年度（2016年度）から平成32年度（2020年度）
までの5年間における事業執行や組織運営の方向性を示すものとして、「中期経営方針」（2016-2020）を策定しました。 
 

 本財団はこの方針に基づき、わが国の建設業界を取り巻く環境の変化に的確に対応するとともに、関係機関との綿密な連
携のもとで総合力を発揮し、相乗効果を高め、スピード感を持って建設産業における諸課題の解決に取り組んでいきます。 
 



2020年以降を見据え、建設産業の振興に寄与するための新たなステージへと飛躍します。 

 

  「中期経営方針 」(2016-2020) 策定にあたって 
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【位置づけ、計画期間、基本目標等】 
 

◎ 本財団の「経営理念」に基づく事業執行方針、組織運営方針等の経営 
  方針を明らかにするもの 
 
◎ 計画期間は、平成32年度末（平成33年3月31日）までの約5年間 
 
◎ 引き続き、建設産業を熟知し、お役に立てる専門家集団を目指すとともに、 
     組織内外との連携により機動力・総合力を発揮し、建設産業における課題 
     解決を目指す 
 

 

平成24年度 

（2012） 

平成25年度 

（2013） 

平成26年度 

（2014） 

平成27年度 

（2015） 

平成28年度 

（2016） 

平成29年度 

（2017） 

平成30年度 

（2018） 

平成31年度 

（2019） 

平成32年度 

（2020） 

「中期経営方針」の計画期間 
（平成24年7月～平成29年6月） 

当初計画より1年前倒しして、新たな方針を策定（平成28年7月）  

「中期経営方針」(2016-2020)の計画期間 
（平成28年7月～平成32年度末） 

一般財団法人へ移行（平成24年4月1日）  

「中期経営方針」を策定（平成24年7月16日）  
創立40周年を契機に、自らの役割や存在意義を再確認したうえで、全ての役職員の参画による検討を経て、
本財団の経営の羅針盤となる「経営理念」及び「行動指針」を策定（平成27年7月16日）  

※7月16日：本財団の創立記念日  

【基本目標】 
 

 ◎ 財団全体の目標 ： お役に立てる専門家集団を目指す 
 ◎ 業務執行の目標 ： それぞれの事業の「お役立ち度倍増」 
 ◎ 組織運営の目標 ： 筋肉質で強靱な経営基盤づくり 
 

【お役立ち度倍増プラン】 
 

 ◎ 顧客ニーズの把握と事業の総点検 
 ◎ 喫緊の課題への取組       ① 地域建設業の再生・活性化  
                      ② 人材の確保・育成  
                      ③ 建設産業からの情報発信等 
【筋肉質で強靱な経営基盤づくり】 
 

 ◎ 経営の効率化による収支の改善 
 ◎ 業務執行体制の整備 
 
 

         ◆ 経営理念と行動指針の策定 
       ◆ 事業ニーズの高度化（担い手確保・情報発信等） 
       ◆ 節目といわれる2020年（平成32年）以降への備え 



本方針は、計画期間中、必要に応じて随時見直しを図ります。 

中期経営方針(2016-2020) 

「中期経営方針」(2016-2020) の構成 

経 営 理 念 
     建設産業の振興を唯一の目的とする法人として、組織をあげた連携のもと各種 
    事業の実施に当たるとともに、産業と行政をつなぐ架け橋として、建設産業のニーズを 
    反映し的確に効果の上がる行政施策の推進に貢献することによって、すべての人々が 
             活力と魅力を実感できる建設産業の実現を目指します。 

行 動 指 針 

 

事業執行の基本方針・・・P3 
 
 

取組方針・・・P5,P6 
事業執行面 

 

組織運営の基本方針・・・P4 
 
 

取組方針・・・P7,P8 
組織運営面 
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経営理念 
 

 当財団は、建設産業の振興を唯一の目的とする法人として、組織をあげた連携のもと各種事業の実施に当たる
とともに、産業と行政をつなぐ架け橋として、建設産業のニーズを反映し的確に効果の上がる行政施策の推進に
貢献することによって、すべての人々が活力と魅力を実感できる建設産業の実現を目指します。  

行動指針 
 

 私たちは、「経営理念」を実現し、すべての人々の信頼と期待に応えるため、以下の「行動指針」に基づき 
行動し、職務を遂行します。 
 

１ 顧客満足度の向上  
  社会経済情勢に的確に対応し、顧客ニーズへの感度を高め、質の高いサービスを提供することにより、顧客  
 満足度の向上を目指します。  
２ 持続的な改革に向けたチャレンジ  
  自己の責任と役割を自覚し、能力の向上に努めるとともに、広い視野と創意工夫により、チャレンジし続け 
 ることで、持続的な改革につなげます。  
３ お役に立てる専門家集団の形成  
  建設産業に精通したプロフェッショナルとして、すべての関係者に信頼され、お役に立てる専門家集団を目 
 指します。  
４ 情報の適正管理と提供  
  事業活動に関する情報は適正に管理するとともに、適時、正確で分かりやすい情報を提供します。  
５ 活力に満ちた職場環境づくり  
  役職員の多様性・創造性を尊重し、相互に協力し合い、活力に満ちた職場環境づくりに努めます。 

平成27年7月16日策定 一般財団法人 建設業振興基金 

 

  「経営理念」 「行動指針」 
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  事業執行の基本方針  事業執行面 

 

 本財団への事業ニーズの高度化に応えるとともに、2020年（平成32年）以降に迎える 
転機に備えるという視点に立って、次の  ｢事業執行の基本方針｣  に基づき事業展開を 
図ります。 

（１）担い手の確保と、そのための経営基盤の強化に取り組んで 

   いる建設産業を組織の総力を挙げて応援する 

（２）地域社会になくてはならない建設産業の姿をきちんと伝える 

         取組の中で存在感のある役割を果たす 

（３）節目といわれる２０２０年以降に見えてくる新しい課題に 

         きちんと対応していけるよう備えを固める 

具体的な取組方針は、ｐ５，ｐ６に記載しています。 
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  組織運営の基本方針  
     

（１）組織や部門の枠を超えた連携を強化し、機動的かつ総合力を結集して 

   事業展開を図るとともに、内部統制環境の整備を図る 
 

（２）継続的に人材を採用し専門能力の向上に努めるとともに、職員相互の 

   コミュニケーションを増進し、組織の活性化を図る 
 

（３）適切な執行管理や事業評価等により業務の運用・改善を図り、財政基盤 

   の安定化に努めるとともに、各種の情報収集を通じ新たな展開に備える 

組織運営面 

具体的な取組方針は、ｐ７，ｐ８に記載しています。 

  建設産業における課題の解決に寄与するため、次の  ｢組織運営の基本方針｣  に 
 基づき、柔軟かつ効率的な執行体制の整備を図ります。 



 

  取組方針  
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事業執行面 

① 建設産業担い手確保・育成コンソーシアム事業等の推進 
→ 地域連携ﾈｯﾄﾜｰｸの更なる構築支援、躯体職種以外の職業能力基準及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・教材等の整備、人材確保に係るWEBｺﾝﾃﾝﾂの拡充、職業訓練校ﾈｯﾄ

ﾜｰｸ構築支援、教育訓練施設等における講師ﾈｯﾄﾜｰｸ及びﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築等を実施し、担い手の確保・育成を積極的に推進する。 
 

② 建設産業における総合的な人材確保・育成支援 
→ 女性活躍に係る地域ﾈｯﾄﾜｰｸ構築支援、高校生等に対する在学中の資格取得支援、技術者・技能者の処遇・職場環境改善による早期離職の防止、技

術・技能の円滑な伝承等の推進を図る。 
 

③ 技術者・技能者に対する継続的教育の強化及び地位の向上、海外建設技能実習事業等の適切な推進 
→ 施工管理技術検定の適切な実施、監理技術者講習の利便性向上、建築施工管理CPD制度の普及促進、登録基幹技能者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽなど技能労働者に

係る情報の活用促進、登録基幹技能者の地位向上支援等を実施する。また、海外建設技能実習事業等の適切な推進を図る。 
 

④ 建設企業及び建設産業団体に対する活性化支援 
→ 企業再編、事業承継、他業種との連携等の課題を抱える企業に対しての相談事業等の実施及び出えん団体等を対象とした「建設産業活性化助成事業」

等を通じた積極的な支援により、建設企業及び建設産業団体の活性化に寄与する。 
 

⑤ 適正利潤の確保のための管理手法・生産性の向上策等に係る調査研究及び普及促進 
→ 組織内はもとより、関連する他法人等との連携により、建設工事の工程短縮や事務の合理化等による原価低減策・利潤確保策等についての調査研究を

実施する。併せて、同内容に係る研修等を企画し、建設業経営者研修や建設業税財務講習会等の機会を利用し幅広く展開する。また、元請と下請間の相
互に利益が確保できる適正な契約の推進等を図る。 

 

⑥ 経営改善に資する情報提供及び経営者等に対する研修の拡充 
→ 企業の経営改善に資する情報について広報誌やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ等を通じて情報発信するとともに、経営者等に対する研修の拡充を図り、双方向

のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに努める。 
 

⑦ 金融支援事業をはじめとした経営支援の強化・拡充、情報化支援等の実施 
→ 下請ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ債務保証の普及促進、地域金融機関等との積極的な情報交換等を通じた建設企業の金融円滑化・資金繰り支援、建設事業協同組合の

活性化支援、経理ｼｽﾃﾑや情報化など企業経営の合理化・安定化に寄与するための調査研究の実施、生産性向上に資するCI-NET普及拡大に努める。 

（１）担い手の確保と、そのための経営基盤の強化に取り組んでいる建設産業を組織の総力を挙げて応援する 

～“若者を受け入れ一人前に育てる”“安心して選び一生を託せる企業づくり”“建設企業と建設産業団体の活性化”の取組支援～ 

（３） 節目といわれる２０２０年以降に見えてくる新しい課題にきちんと対応していけるよう備えを固める 

（２） 地域社会になくてはならない建設産業の姿をきちんと伝える取組の中で存在感のある役割を果たす 

（１） 担い手の確保と、そのための経営基盤の強化に取り組んでいる建設産業を組織の総力を挙げて応援する 

 建設企業及び建設産業団体の「振興」と「活性化」に資する実務的支援の側面から、本財団40年の歴史の中で培ってきた事業ノウハウの 
「横軸の連携」を駆使し、法務、経理、財務、税務、IT、技術者支援などを組み合わせた有機的・積極的な事業活動を展開します。 
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⑧ 戦略的広報の推進及び建設産業団体の広報活動支援 
→ ｢建設産業戦略的広報推進協議会｣を通じ、各種ﾒﾃﾞｨｱを駆使した戦略的かつ効果的な広報活動の実施及び建設業産業団体が実施する広報活動に係る

支援体制の更なる拡充を図る。 
 
 

⑨ 各種コンテンツのさらなる充実による広報の拡充 
→ 建設産業団体や関係機関との連携の下、関連のWEB媒体をはじめ、紙媒体や映像媒体などを利用した各団体等が講ずる幅広い広報の取組を集約する

とともに、これらのPR活動を積極的に展開する。 
 
 

⑩ 各種イベント等の積極的な展開及び支援を通じた建設産業の理解増進 
→ 高校等ｷｬﾗﾊﾞﾝ、子ども霞ヶ関見学ﾃﾞｰ、建設産業団体が実施する現場見学会、地域防災に関わる催し等、各種ｲﾍﾞﾝﾄの展開及びその支援により建設産

業の理解促進を図る。 
 
 

⑪ 活動状況の見える化と多様な人的ネットワークの形成による建設産業の広報の促進 
→ 本財団及び建設産業の活動実態を各種ﾒﾃﾞｨｱに積極的に発信するとともに、業種を越えた人的ﾈｯﾄﾜｰｸを幅広く形成することにより広報の促進を図る。 

⑫ 今後の建設産業政策の企画立案及びその遂行に不可欠な各種データの整理・収集及び分析 
→ 建設産業に係る各種データの整備及び分析（過去・現在・将来推計、全国及び地域の状況等など）を行い、産業施策の企画立案や推進及び政策提言等

に寄与する。 
 
 

⑬ 建設産業における諸課題の解決やお役立ち度の向上に資する調査研究活動等の展開 
→ 地域の社会ｲﾝﾌﾗの維持管理、建設産業における重層下請構造の適正化、中小建設業の円滑な事業承継など、建設産業の振興に向けた各種調査研究

等を行い、政策提言等を積極的に展開する。また、その時々の政策課題に対しては組織の横断的な英知を結集して迅速かつ柔軟な対応を図る。 
 
 

⑭ 関係機関との連携強化等を通じた建設産業振興支援策の企画立案及び実施 
→ 建設業関係各種団体等との連携を強化し、それぞれの役割に応じて、建設産業が将来にわたって安定的に発展していけるような諸方策等について企画

立案を行い、具体的な事業展開を図る。 

（２）地域社会になくてはならない建設産業の姿をきちんと伝える取組の中で存在感のある役割を果たす 

（３）節目といわれる２０２０年以降に見えてくる新しい課題にきちんと対応していけるよう備えを固める 

～“幅広い層に呼びかける広報の実施”“各地域や団体の広報展開を支える基盤の整備”“戦略的広報の積極的な展開”～ 

～“市場の動きを的確に把握する体制の整備”“課題の抽出と取組方向の検討”“新しい状況に対応できる体制の整備”～ 
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  取組方針 組織運営面 

③不測の事態への対応 
→ 円滑な業務執行のための情報ｼｽﾃﾑ等の整備

及び保全 
→ 情報の共有及び伝達機能の向上と“止めては

いけない事業”に係る継続機能の確保 
→ 事業継続計画に基づく事業の優先順位づけと

全員参加型の対応体制の整備 
 

②内部統制機能の確保及び向上、情報の適正管
理と提供 

→ 事業や組織運営に係る透明性の確保及び説
明責任の徹底 

→ 組織の社会的責任としてのｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの推進 
→ 内部統制の有効性の定期的ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施 
→ 事業及び組織に係る情報の適切な開示 

①事業・施策の連携による事業展開の強化・拡充 
→ 建設産業団体や関係機関等との事業連携の強

化及び拡充 
→ 組織や部門の枠を越えた連携と協業が可能とな

る体制の確立 
→ ﾃｰﾏ別等の横断的なﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑの設置等によ

る検討体制の強化及び確立 
 

（１）組織や部門の枠を越えた連携を強化し、機動的かつ総合的な力を結集して施策の事業展開を図るとともに、内部統制組織  
  の整備を図る 

～“横串の連携を意識した施策の積極的な展開”“統制環境のレベルアップ”“事業継続力の強化及び拡充”～ 

 組織運営面においては、本財団の行動指針（下記「参考」参照）に掲げる5つの要素をもとに、下記の（１）～（３）に掲げる取組を強化 
することにより、建設産業の振興を唯一の目的とする法人として、継続的かつ高品質なサービスを提供できる組織の形成・運営を行います。 

⑥活力に満ちた職場環境づくり 
→ 職員相互の多様性を認め合った双方向ｺﾐｭﾆ

ｹｰｼｮﾝの増進 
→ 自己申告書や面談等に基づく多様なｷｬﾘｱの

形成 
→ ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽの推進 
→ 定年後の多様な働き方の設計と人材の活用  

⑤持続的な改革に向けたチャレンジ 
→ 自己啓発に係る能力開発や専門能力向上

のための各種資格取得の促進 
→ 目標管理制度や人事制度の更なる運用改

善による業務水準のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟと職員の資質
の向上 

→ 建設産業への更なる貢献とお役立ちを追
求するﾁｬﾚﾝｼﾞ体制の整備 

④専門家集団の形成 
→ 計画的かつ定期的な職員採用 
→ ＯＪＴや内外の研修、専門能力向上のための研修等

による教育研修の充実 
→ 個々の経験に応じたｼﾞｮﾌﾞﾛｰﾃｰｼｮﾝ等による専門能

力の向上 
→ 講師経験や外部出向等によるｷｬﾘｱｱｯﾌﾟの促進 
→ 組織内外を通じた専門家ﾈｯﾄﾜｰｸの構築と活用 

（２）継続的な人材の採用と専門能力の向上に努めるとともに、職員相互のコミュニケーションを増進し、組織の活性化を図る 

～“多様なシーンで活躍できる職員の養成”“自発的な取組への強力な支援”“変化に柔軟で自由闊達な組織風土の形成”～ 
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（３）適切な執行管理や事業評価等により業務の運用・改善を図り、財政基盤の安定化に努めるとともに、各種の情報収集を 
 通じ新たな展開に備える 

⑧コストマネジメント力の強化・財政基盤の安定化 
→ 事業別の収支の目標設定及び適切な管理 
→ 事業進捗のﾀｲﾑﾘｰな把握と適切な予算執行管理 
→ 業務ﾏﾆｭｱﾙの整備等によるﾉｳﾊｳの蓄積と事務の効率化 
→ 業務委託及び各種調達方式の見直し 

⑨資金運用の改善・拡充 
→ 現下の低金利下における資金運用の改善 

⑩本財団の事業ポートフォリオの検証と柔軟な対応 
→ 公益目的支出計画に掲げる継続事業とその他事業、検討期間や実施期間が長期

に亘る事業や短期で終了する事業、新たに企画して取り組む事業と現在実施してい
る事業の拡充等、多角的な視点から本財団の事業継続に有用な事業ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵを再
検証し、併せて継続的なﾚﾋﾞｭｰを適切に実施することによる事業の統廃合を含めた
ﾍﾞｽﾄﾐｯｸｽの構築 

⑪情報収集と新たな展開への備え 
→ 各種情報の一元化と共有化による情報収集体制の強化及び拡充 
→ 新たなﾆｰｽﾞに対応するための柔軟な体制の構築 

⑦適切な事業評価及び改善の推進 
→ 定期的な事業ﾚﾋﾞｭｰによる評価・改善活動の実施 
→ 組織の社会的責任、事業に関する説明責任の徹底 
→ 業務に係る情報の共有と適切なﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 

～“活動状況に係る定期的な点検と改善”“収支目標の設定等による財政基盤の安定化”“変化への柔軟かつ的確な対応”～ 

顧客満足度の向上 

持続的な改革に 
向けたチャレンジ 

お役に立てる 
専門家集団の形成 

情報の 
適正管理と提供 

活力に満ちた 
職場環境づくり 

「参考」 本財団の行動指針 



参考 
 

前「中期経営方針」に係る取組状況 



■地域建設業の再生・活性化 
・新分野に取り組む団体や協同組合に対する債務保証・金利助成の検討 →全国建設業協同組合連合会等と連携した協働事業事例集の制作 
・災害時の復旧・復興ﾆｰｽﾞに係る債務保証の検討 → 建設業災害対応金融支援事業の創設（平成26年度で終了） 
・地域建設業経営強化融資制度の普及活用の促進 → 保証枠の増額、営業活動の推進を継続し更なる普及促進を図る 
・下請債権保全支援事業の普及活用の促進 → PR活動等の積極的な実施により中小建設業者等の手元資金流動化に寄与 
・経営者研修の充実と経営者ﾈｯﾄﾜｰｸの構築 → 内容の更なる充実と、より高品質な研修の展開に向け改善を実施 
・出前講座（企画・講師派遣） → 建設業経理事務士特別研修、高校等ｷｬﾗﾊﾞﾝ等の多方面への推進により将来の担い手確保に向けた事業を展開 
・生産性向上のためのCI-NET利用策の促進 → 法定福利費を明示した見積書の対応につき例示 
■人材の確保・育成 
・工業高校生等を対象とした経理事務士特別研修 → 開催数拡大、更なる促進を図るとともに、建設産業団体との連携を図る 
・建設業経理士合格者を対象とした継続教育事業の拡充 → ﾒﾆｭｰ拡充、更なる促進を図る 
・建設業経理士受験・受講に係る利便性向上 → 申込期間の繰下・延長等、更なる受験者拡大を図る 
・建築及び電気工事施工管理技術検定試験に係る利便性向上 → 受験資格緩和、実務経験ｶｳﾝﾄ期間変更、受験地拡大により担い手確保育成に寄与 
・建築施工管理分野におけるCPD制度の構築 → 平成26年6月運用開始。更なる新規参加者獲得を図るとともに、建築施工系継続教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの新規開発に着手 
・人材確保育成等に向けた各種事業展開 → 関連団体向けｷｬﾘｱﾚｯｽﾝの推進、実施団体向けの助成、厚生労働省の助成金活用説明会の実施 
・登録基幹技能者の処遇改善の推進 → 総合評価方式における活用調査実施、制度普及推進活動、地位向上に努める 
・海外建設技能者受入事業の推進 → ﾍﾞﾄﾅﾑ協議会設立、外国人建設就労者受入事業に係る特定監理団体の認定 
・富士教育訓練センターの利活用の推進等 → 建設産業担い手確保・育成ｺﾝｿｰｼｱﾑの設置、地域連携ﾈｯﾄﾜｰｸ構築支援、職業訓練校ﾈｯﾄﾜｰｸ構築支援 
■建設産業からの情報発信等 
・建設産業と国民とをつなぐ広報の推進 → しんこう（web含め）内容拡充等、建設産業戦略的広報推進協議会の精力的な運営 
・行政施策への協力 → 産業政策への協力に関連し、諸々の調査業務等を受託 

 
 （参考１） 前「中期経営方針」に係る取組状況  
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●平成24年7月に策定した「中期経営方針」は、「建設産業を熟知し、すべての関係者に信頼され、お役に立てる専門家集団を目指
す」ことを基本目標に掲げ、同年4月の一般財団法人移行後における基礎固めを行うことを目的として取りまとめを行いました。 
●事業執行面においては、事業の総点検と見直しを行い、喫緊の課題の抽出及び対応の方向性を示したうえで各種の取組を進め
てきました。 

■事業の総点検と見直し 
・意見交換会“お役立ち度UP”ｷｬﾗﾊﾞﾝを実施、ﾆｰｽﾞの把握と本財団事業計画への反映を継続 
・平成24年度～27年度にわたり毎年度実施。意見交換の成果を次年度の事業計画をはじめ、事業ﾚﾋﾞｭｰ実施後の対応策、新たな中期経営方針等へ反映 
■パッケージ支援策 
・建設産業体質強化緊急支援助成の終了に伴い、新たな支援制度の構築を目的とする検討ﾁｰﾑ（ﾊﾟｯｹｰｼﾞPT）を設置し、建設産業ﾊﾟｯｹｰｼﾞ支援策の取りまとめを実
施。平成28年度より本格展開を開始 

事業執行面 

主要取組内容 （平成24年度～27年度） 



経営の効率化による収支の改善 

 
 （参考２） 前「中期経営方針」に係る取組状況  

● 組織運営面においては、「経営の効率化による収支の改善」、「業務推進体制の整備」及び「事業の評価と改善」を柱に据え、
主に以下の取組を行いました。  

■情報の共有化 
・活動報告の共有ツール導入、ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱの活用、業務の可視化を図るため、業務日報上で各職員の1日の「やることﾘｽﾄ」、「したことﾘｽﾄ」のﾂｰﾙを導入 
■基金内の情報の共有化のための会議 
・業務執行理事会の設置、C&C推進本部の設置、役員・部長会の設置、部・次長会の設置、課長・課長代理級定例会を設置し、情報の共有化を推進 
■理事会における業務執行状況報告 
・代表理事及び業務執行理事による業務執行状況の定期的な報告（毎事業年度4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会にて報告） 
■代表理事及び業務執行理事の業務執行状況の評価 
・役員評価委員会を設置し、毎事業年度終了後（毎年6月）、代表理事及び業務執行理事の業務執行状況の評価を実施 

■事業の効率化による収支の改善 
・予算管理システムを構築し、収支見通しの把握を明確化 
・中期収支見通し、収支改善目標の設定 
・年2回事業レビューを実施し、管理部門・各事業の収支構造の見直し 
■事業の統廃合による収支の改善 
・C-CADEC事業の廃止 
■予算管理の徹底による収支の改善 
・次年度事業計画及び予算策定作業の前倒し 
・定期的な出来高（計数）管理 
■既存事業強化に向けた具体的な方策 
・事業計画の重点化、事業計画における目標（数値目標等）の明確化 
・事業計画における企画力、広報力の拡充 
・若者を建設産業に取り戻すﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、連携型教育訓練ｼｽﾃﾑの構築
普及、拠点機能の拡充等で連携・支援実施 
■その他収支改善策の展開 
・事務所移転PT、事務所ｽﾍﾟｰｽ見直しPT、経費削減PTの設置 
・役職員給与の改定、役員退職慰労金及び職員退職金の改定、早期
退職制度の検討 
・運用商品の多様化 

■職員の資質向上、必要な人材の明確化 
・職員の人材育成に関する論点整理、職員に対するｱﾝｹｰﾄ調査の実施及び分析 
■業務改善を通じた推進体制の整備 
・広報の基本方針の策定、ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽの研修会の実施、基金HPのﾃﾞｻﾞｲﾝ統一化、災害時
対応ﾏﾆｭｱﾙ策定、安否確認ｼｽﾃﾑの導入、BCP対策、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｻｰﾊﾞｰの設置等の検討 
■人事管理 
・給与・人事評価PTの設置、新人事管理制度等の構築（人事評価及び給与等の改正）、
人事評価ﾏﾆｭｱﾙ（評価者用・一般用）の制定、人事評価規則の制定、目標管理制度の導
入、職員給与規則（俸給表改正、人事評価規則の制定に伴う評価期間の変更）、職員退
職金規則の改正（ﾎﾟｲﾝﾄ制へ移行）、職員人事評価制度と事業目標を連動 
■法令遵守等組織管理の充実 
・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会、関連規程の整備 
■効率的・機動的な業務執行 
・広報担当者連絡会議、情報ｼｽﾃﾑ担当者連絡会議の設置 
・（株）建設産業振興センター：監理技術者講習、CI-NET電子証明書発行等の業務連携 
・建設産業経理研究所：（一財）建設産業経理研究機構の設立支援 
■組織再編 
・「企画広報部」を新設し、経営企画部門の強化を図るとともに広報部門を一元化。事業部
門の再編として「金融・経理支援ｾﾝﾀｰ」、「経営基盤整備支援ｾﾝﾀｰ」、「試験管理・講習
部」を設置 

業務推進体制の整備 

事業の評価と改善 
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組織運営面 

主要取組内容 （平成24年度～27年度） 
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